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番
号

指定年月日

1 いすゞ病院 南大井 6-21-10 　　昭和30. 3.28

2 昭和大学病院 旗の台 1-5-8 33. 2.25

3 ＮＴＴ東日本関東病院 東五反田 5-9-22 33. 4.22

4
財団法人河野臨床医学研究所附属
第三北品川病院

北品川 3-3-7 43. 6. 1

5
財団法人河野臨床医学研究所附属
品川リハビリテーション病院

北品川 5-2-1 44. 6.23

6
医療法人社団仁生堂
大村病院

大井 3-27-11 45.12. 1

7
医療法人社団緑野会
東京品川病院

東大井 6-3-22 48. 4.27

8
社会福祉法人三徳会
特別養護老人ホーム　成幸ホーム

中延 1-8-7 53. 8.10

9
社会福祉法人品川総合福祉センター
特別養護老人ホーム　かえで荘

八潮 5-1-1 58. 6. 2

10
医療法人社団有仁会
阿部病院

東五反田 1-6-8 61.12. 2

11
社会福祉法人福栄会
特別養護老人ホーム　晴楓ホーム

東品川 3-1-8 平成2. 9.10

12
社会福祉法人福栄会
軽費老人ホームＡ型　東海ホーム

東品川 3-1-8 2. 9.10

13 品川区立戸越台特別養護老人ホーム 戸越 1-15-23 8. 5.10

14 品川区立荏原特別養護老人ホーム 荏原 2-9-6 9. 6. 9

15 品川区立中延特別養護老人ホーム 中延 6-8-8 10. 5.25

16 昭和大学病院附属東病院 西中延 2-14-19 11. 4.11

17
社会福祉法人　春光福祉会
特別養護老人ホーム　ロイヤルサニー

西大井 2-4-4 12. 5.24

18
社会福祉法人　さくら会
介護老人保健施設ケアセンター南大井

南大井 5-19-1 12. 5.24

19
社会福祉法人　さくら会
ケアホーム西五反田・さくらハイツ西五反田

西五反田 3-6-6 16. 5.25

20
医療法人社団冠心会大崎病院
東京ハートセンター

北品川 5-4-12 19. 3. 7

21
医療法人財団　佐花会
大井中央病院

大井 4-11-27 19.10.10

22 ボンセジュール東品川 東品川 3-17-25 21. 8.18

23 グランダ大井町 二葉 1-4-15 21. 8.18

24
社会福祉法人品川総合福祉センター
障害者支援施設　かもめ

八潮 5-1-1 21.10.28

25 品川区立八潮南特別養護老人ホーム 八潮 5-9-2 24.11.14

26
サービス付き高齢者向け住宅
東急ウェリナ旗の台

旗の台 2-12-1 26. 1.20

27 品川区立杜松特別養護老人ホーム 豊町 4-24-15 27. 4. 8

28 品川区立平塚橋特別養護老人ホーム 西中延 1-2-8 28. 6. 8

29 五反田リハビリテーション病院 西五反田 8-8-20 28.10.12

30 稲波脊椎・関節病院 東品川 3-17-5 28.10.12

31 ニチイホーム南品川 南品川 4-13-1 28.10.12

32 品川区立上大崎特別養護老人ホーム 上大崎 3-10-7 29.6.14

33 ソピア御殿山 北品川 5-2-1 30.9.12

34 ニチイホーム不動前 西五反田 5-22-13 令和1.6.12

35 グランアークみづほ 南品川 4-2-32 1.6.12

36 康済会介護医療院 小山 3-4-17 2.4.1

37
社会福祉法人　さくら会
ケアハウス　さくらハイツ南大井

南大井 5-19-1 5.9.13

（１）品川区内不在者投票指定施設一覧

住　　所名　　　　称
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（２）選挙のあゆみ（選挙に関する年表） 

 

明治 22 2  大日本帝国憲法、議員法、衆議院議員選挙法、貴族院令、選挙権納税資格１５円 

  23 7 1 第１回衆議院議員総選挙 

大正 14 5 5 衆議院議員選挙法改正（普通選挙法） 

昭和 3 2  第16回衆議院議員総選挙（最初の普通選挙） 

 20 12 17 衆議院議員選挙法改正 

婦人参政権、選挙権の年齢要件２０歳に、被選挙権の年齢要件を２５歳に引下げ 

 21 4 10 第22回衆議院議員総選挙（戦後始めての総選挙・最初の男女普通選挙） 

  9 27 東京都制・府県制・市制・町村制改正( 施行10.5 ) 

・ 住民の選挙権、被選挙権拡充、都長官、府県知事・市町村長は公選とし、議会の権限を強

化、議会の解散権を首長に与える 

・ 選挙管理機関として、都に都会議員選挙管理委員会、区に区会議員選挙管理委員会が設置さ

れることになった 

  10 4 東京都長官・東京都区長は公選により選出された者について任命 

  10 8 品川区に品川区会議員選挙管理委員会、荏原区に荏原区会議員選挙管理委員会が発足した 

  11 3 日本国憲法公布 

 22 2 24 参議院議員選挙法公布 

公職選挙法が制定されるまで施行期間は僅か３年有余で、第１回選挙に適用されたにすぎない

  3 15 東京都22区制実施 

品川、荏原区が統合され、新たに品川区が設置された 

  3 27 地方自治法成立 

  4 5 第１回東京都長官、品川区長選挙 

地方公共団体の長を住民が公選するわが国最初の選挙 

29投票区・投票所、３開票区・開票所（品川区役所、都立ろう学校、第二延山小） 

  4 20 第１回参議院議員通常選挙 

  4 30 第１回東京都議会議員、品川区議会議員選挙 

地方自治法が拡充され地方議会の権限が増大した改正東京都制によって行われた最初の選挙 

  5 3 日本国憲法施行、地方自治法施行 

・地方自治法の施行に伴い都道府県（議）会区市町村会議員選挙管理委員会の名称を、選挙

管理委員会と改められた 

・特別区となり原則として市に関する規定を適用 

  11 20 最高裁判所裁判官国民審査法施行 

  12 7 全国選挙管理委員会法公布 

 23 1 20 都道府県選挙管理委員会は相互の連携と事務の運営向上をはかるため連合会を組織 

  7 12 検察審査会法公布 

  7 20 食糧確保臨時措置法制定 

農民の公選による委員からなる農業調整委員会を、都道府県、市町村に置く 

  7 29 政治資金規正法公布 
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昭和 23 10 5 第１回教育委員選挙 

教育委員会法に基づく最初の選挙 

  11 30 市町村農業調整委員選挙 

  12 1 選挙管理委員の任期２年を３年に改めた 

 24 1 23 第24回総選挙と同時に、わが国最初の最高裁判所裁判官（14名）の国民審査が行われた 

  3 2 東京都議会議員補欠選挙から26投票区・投票所、２開票区・開票所（品川区役所、第二延山小）

以後42年４月の統一地方選挙で区立体育館に合併されるまで２開票区・開票所 

  6 1 選挙制度調査会設置 

選挙制度の根本的な調査審査を行う機関として総理府に設置 

  9 20 全国都道府県農地委員選挙 

  11 9 

 

都選挙管理委員会事務局設置 

選挙事務の激増化に伴い、都選挙管理委員会は補助機関を充実するため事務局を設置 

  12 15 漁業法制定（施行昭和25. 3.14） 

漁民の公選による委員および学識経験者、公益代表者の中から都道府県知事が選任する委員に

よって構成する漁業調整委員会を置く 

 25 4 15 公職選挙法公布（25.5.1施行） 

  4 20 公職選挙法施行令公布（25.5.1施行） 

  5 15 国会議員の選挙執行経費の基準に関する法律が公布された 

  6 4 第２回参議院通常選挙 

・ 第１回参議院通常選挙において選出された３年議員の任期満了による通常選挙、公職選挙法

施行後始めての全国選挙 

・ 同時に東京都では日本国憲法第95条による首都建設法の住民投票が行われた 

  8 15 第１回海区漁業調整委員選挙 

 26 3 31 農業委員会法制定 

市町村に、農民の公選による委員と学識経験者の中から長が選任した委員から成る農業委員会

を置き、都道府県には、市町村農業委員会の委員の中から委員によって選挙された委員会から

成る農業委員会を設けて農地委員会・農業調整委員会等を廃止する 

  4 23 統一地方選挙36投票区・投票所となる 

  7 1 東京都品川区選挙管理委員会事務局（庶務係・選挙係）設置 

  7 20 区市町村農業委員選挙 

  8 21 都道府県農業委員選挙 

 27 7  公明選挙連盟結成 

民間人による公明選挙連盟が結成された 

  7 1 住民登録全国一斉に実施 

  8 1 自治庁発足 

自治庁設置法等により、全国選挙管理委員会が廃止され、その事務は自治庁選挙部において処

理することになった。また参議院全国区選出議員の選挙および最高裁判所裁判官国民審査投票

の事務を管理するため自治庁の付属機関として中央選挙管理会が設置された 

  8  在宅投票制度廃止 
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昭和 27 8 15 区長公選制廃止 

地方自治法の改正により、区は自治権を制限され、都の内部部分団体となる。市に比べて事務

処理権限も制限され、区長公選制も廃止され、区長は都知事の同意を得て区議会が選任するこ

とになった 

  10 1 第25回衆議院議員総選挙 

公職選挙法制定後初の総選挙 

  10 5 教育委員選挙 

既設教育委員会委員の定例選挙および12月 1日から発足する市町村教育委員会委員の選挙が全

国一斉に行われた 

 29 5  選挙管理委員会の常時啓発事業の法制化 

  6  教育委員の半数改選制度の廃止 

半数改選の制度を廃止して、４年毎に一斉に改選するものとした  

  12 8 公職選挙法大改正   

公明選挙実現のため多年の念願であった連座制の強化および寄附の適正な制限をはかり、併せ

て政党の政治活動規制をはかり選挙界の浄化を期する目的で公職選挙法の全般にわたる大改正

が行われた 

 31 5 15 選挙運動期間の短縮 

参議院議員選挙 25日、都道府県の教育委員会委員選挙  20日、都道府県の議会議員選挙 15

日､五大市の議会議員および教育委員会委員選挙 15日、五大市以外の市議会議員・長および

教育委員会委員選挙10日、町村の議会議員・長および教育委員会委員選挙 7日に短縮 

  6 30 公職選挙法中、教育委員会の委員の公選に関する諸規定消除 

新教委法成立により、教育委員の公選制廃止 

  9 1 新教育委員会発足（首長任命制） 

 32 6 1 品川区公明選挙推進協議会発足 

 33 4 22 衆議院議員の選挙運動期間を25日から20日に短縮 

 34 4 23 公営掲示板設置 

東京都議会議員選挙において、任意制の選挙公報、立会演説会の実施にかわるべく措置として

公営掲示板13ヵ所に設置 

 35 7 1 自治省発足 

  11 20 第29回衆議院議員総選挙から38投票区・投票所となる 

 36 6  選挙制度審議会設置 

  6 12 特別区協議会“特別市”昇格運動、区長公選促進運動を決定 

 37 4 21 東京都議会 23特別区の区長公選制は時期尚早と結論 

  5 10 公職選挙法改正 

衆議院議員、参議院（地方区選出）議員および都道府県知事の選挙について、１投票区１ヶ所

以上公営ポスター掲示場を（他の選挙についても、当該地方公共団体の条例の定めるところに

より、任意制公営ポスター掲示場を）設けることができるようになった 

 

参議院議員の選挙運動期間を25日から23日に短縮 
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昭和 37 5 10 住居表示に関する法律公布 

合理的な住居表示制度街区方式、道路方式の確立とその実施手続きについて定める 

 39 10 7 公職選挙法改正 

選挙運動用ポスターは、衆議院議員、参議院（地方区選出）議員および都道府県知事の選挙に

ついては、ポスター掲示場以外は掲示することができなくなった。ポスター掲示場は、投票区

ごとの選挙人名簿登録者数および面積に応じて、１投票区につき５ヵ所以上10ヵ所以内に設け

ることになった 

 

衆議院議員、参議院議員および都道府県知事の選挙については、テレビによる経歴放送をおお

むね３回行うこととされた 

 40 4 1 品川区選挙管理委員会事務局 品川文化会館へ移転 

  4  明るく正しい選挙推進全国協議会発足 

「公明選挙」運動は「明るく正しい選挙」運動に改称され、同推進協全国協議会発足 

  6 1 地方公共団体の議会の解散に関する特例法設立（自主的解散特例法） 

  6 14 東京都議会解散 

「特例法」に基づき、全員一致解散を可決 

  7 23 東京都議会議員選挙 

東京都議会解散による一般選挙 

 41 9 30 公職選挙法改正 

永久選挙人名簿制度へ移行 

選挙人名簿はカード式の永久に据え置きの名簿とされ年２回（３月および９月）定時に登録す

ることとされた。これに伴い、従来の基本選挙人名簿および補充選挙人名簿は廃止された 

 42 1 29 第32回衆議院議員総選挙から、品川区における投票区投票所・開票区開票所が、40投票区投票

所・1開票区開票所（区立体育館）となる 

  4 15 東京都知事選挙と品川区議会議員選挙が同時選挙となる 

  7 25 住民基本台帳法公布 

11月10日施行、市町村における住民の各種の届出に関する制度およびその届出に関する各種の

台帳制度を一元化。従来の住民登録台帳を廃止、これに伴い、公職選挙法の選挙人名簿に関す

る規定が合理化された 

  9  練馬区で、準公選条例の直接請求区民運動起こる 

 43 4  品川区総合庁舎完成 

  5  品川区選挙管理委員会事務局総合庁舎に移転 

  5 2 公職選挙法改正 

選挙人名簿の登録は、毎年３月、６月、９月および12月の４回定時に行うこととされた 

  5  液体印刷機（名簿印刷機）導入 

選挙人名簿作成の合理化をはかるため液体印刷機を導入 

 44 3 25 地方自治法改正 

選挙中の直接請求のための署名運動禁止、条例で都議会議員の定数を増加できるものとする 
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昭和 44 5 16 公職選挙法改正 

選挙人名簿の登録を住民基本台帳と結びつけるとともに、年１回の定時登録と選挙時登録の併

用制に改めた 

 44 6 23 公職選挙法改正 

立候補の届出期間を２日間に短縮し、供託金を２倍に増額、都道府県議会議員、指定都市議会

議員選挙運動期間を12日間に短縮、連呼運動の制限の緩和、テレビによる政見放送の実施等 

 47 6 20 品川区で区長準公選条例直接請求の署名簿を区選挙管理委員会へ提出、署名簿審査 

署名総数  15,079  有効数  12,812  無効数  2,267 

  7 2 準公選条例、区長に対して本請求 

  7 31 品川区議会、区長準公選条例を満場一致で可決 

  8  品川区長職務代理者、議会の議決を地方自治法 176条 4項で再議に付す(7/31)。 

議会再議決(8/ 2)。 

区側は地方自治法 176条 5項で都知事に議決取消の審査申立て(8/ 7)。 

知事はこれを棄却(8/ 9)｡ 

  8 29 「東京都品川区長候補者選定に関する条例」公布 

  10 26 第15次地方制度調査会「特別区制度の改正に関する答申」で区長公選制などを提案 

  11 12 品川区で準公選条例に基づく区民投票実施 

 48 5  都条例制定直接請求 

「日あたり等快適な住環境の確保に関する条例」直接請求署名簿審査 

品川区署名総数  5,085 有効数  4,196 無効数  889 

  7  投票計数機導入 東京都議会議員選挙から投票計数機を導入 

 49 4  「品川区明るく正しい選挙推進協議会」を「品川区明るい選挙推進協議会」と改称する 

  6 1 第72国会で、地方自治法改正案衆参両院とも全会一致で可決成立 

区長公選制の復活、一般市なみの権限の拡大 

  7  身体障害者用記載台１投票所２台、計80台購入 

  10 5 機関紙「啓発塔」創刊 

区選管、推進委員、区民との選挙啓発に関する情報提供あるいは交換を図るため機関紙を発行

  12 25 公職選挙法改正 郵便による不在者投票制度創設 

 50 4 1 東京都品川区議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例、東京都品川区長選挙に

おけるポスター掲示場の設置に関する条例および東京都品川区長選挙における選挙公報の発行に

関する条例施行 

  4 16 区議会議員・区長選挙の公営ポスター掲示場設置（１投票区１ヵ所計40ヵ所） 

  4 21 区長選挙の選挙公報発行 

  4 27 地方自治法の改正に基づく区長公選が復活し、区議会議員選挙と同時に行われた 
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昭和 50 7 15 公職選挙法改正 

・ 衆議院議員の定数および選挙区の分割 

・ 選挙公営の拡大選挙運動用ビラ 

・ 後援団体等の政治活動用文書図画の規制 

・ 公職の候補者等の寄附の禁止等 

 

政治資金規制法改正 

  9  永久選挙人名簿電算化実施 

 51 12  衆議院議員総選挙に初めて電算機により打出した選挙人名簿抄本を使用。２名連記式入場整理券

を採用した。投票用紙自動交付機を都内で始めて試用し、各投票所に１台ずつ配置した 

 52 6  投票用紙自動交付機42台を購入 

 53 6 20 

 

公職選挙法改正 

実費弁償および報酬の額 

 55 4 1 品川区選挙管理委員会第二庁舎へ移転 

  5  都条例制定直接請求 

「東京都環境影響評価に関する条例」直接請求署名簿審査 

品川区署名総数 12,126 有効数 10,518 無効数 1,608 
 

  12 8 政治資金規制法改正 

政治家個人の政治資金についての収支報告が義務づけられた 

 56 3 20 公職選挙法改正 

・ 選挙人名簿の登録について、基準日を９月１日、登録日９月２日、縦覧期間を９月３日～７

日に改めた 

・ 選挙事務所の移転規制（１日１回以内） 

・ 後援団体等の政治活動用文書図画の規制 

・ 連座制の強化等 

  4  機関紙「啓発塔」を「しいの木だより」に名称変更 

  4  啓発講座「しいの木講座」「しいの木地域講座」開始 

  6 18 東京都議会議員選挙ポスター掲示場設置条例公布 

都議会議員選挙については今後義務制並みポスター掲示場が設置されることになった 

  7  投票所に収納庫および段差解消用スロープ設置 

都議会議員選挙から器材保管用収納庫と段差解消用スロープを設置 

  12  都条例制定直接請求 

「東京都私立学校教育助成条例」直接請求署名簿審査 

品川区署名総数 61,626 有効数 45,365 無効数 16,261 
 

 57 8 4 公職選挙法改正 

参議院全国区制度を改革して拘束名簿式比例代表制を導入。わが国の選挙制度史上始めて投票

が「候補者個人」から「政党」への投票に改められた 

  12 28 公職選挙法改正 

地方公共団体の長の選挙における当選人の繰上補充については同点得票者以外は廃止された 

 58 2  品川区選挙執行規程改正 

公営ポスター掲示場掲示区画 
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昭和 58 4 10 投票所立会人に新成人登用 

都知事選挙から若年層の選挙への関心を高めるため各投票所１名以上、新成人を立会人にあて

る 

投票用紙の投票所への送致を当日実施 

都知事選挙から当日早朝に車で送致 

投票区変更 

都知事選挙から41投票区となる 

  4 10 開票所設営・撤去を民間委託 

都知事選挙から実施 

  4 14 品川区長選挙公営ポスター掲示場を各投票区４ヵ所に設置 

  4 26 品川区議会議員選挙当選証書付与式 

  6 15 参議院議員選挙において選挙公報配布を高齢者事業団に委託 

  6 26 参議院議員選挙で初の拘束比例代表制選挙（旧全国区） 

  11 29 公職選挙法改正 

選挙運動期間の短縮、立候補届出期間の短縮、経歴放送の回数の増加および立会演説会制度の

廃止等選挙制度の改善が図られた 

  12 29 投票区変更 

衆議院議員選挙から42投票区となる 

 60 7 7 投票区変更 

都議会議員選挙から43投票区となる 

 61 4 16 公職選挙法改正 

郵便による不在者投票できる選挙人の範囲拡大、選挙公営に要する経費に係る限度額の引上

げ、投票用紙様式の合理化がなされた 

  5 23 公職選挙法改正 

衆議院議員の選挙区別定数の不均衡是正が図られた 

  7 6 衆・参議院議員同日選挙に開票所として始めて民間施設（日産スポーツプラザ体育館）を使用 

  10 28 明るい選挙啓発ポスター 文部・自治大臣賞受賞 

小学校の部 中延小学校 村尾 育人君 

  12 15 品川区議会議員選挙および品川区長選挙における選挙公報の発行に関する条例公布 

 62 4 26 品川区議会議員選挙 

定数48名から44名へ削減 

各投票所へ車椅子配置 

初の選挙公報発行 

  12  都事務監査請求 

「東京都公立小中学校の40人学級編成実施計画における格差の是正を求める事務監査請求」 

監査請求署名簿審査 

品川区署名総数 51,369 有効数 40,777 無効数 10,592

東京都署名総数 1,444,903 有効数 1,196,076 無効数 248,827
 

 63 4  明るい選挙推進協議会改革 
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昭和 63 12  都条例制定直接請求 

「公・私立小学校、中学校および高等学校の学級編成の標準とそれにともなう私立学校特別助

成実施に関する条例制定請求」 

直接請求署名簿審査 

品川区署名総数 61,973 有効数 45,330 無効数 16,643

東京都署名総数 1,782,389 有効数 1,371,944 無効数 410,445
 

平成 元 7 2 東京都議会議員選挙 

定数 127名から 128名へ増員 

転出者用入場整理券発送開始 

  7 23 参議院議員選挙 

 2 2 1 公職選挙法改正 

政治家等の寄附の禁止強化 

  2 18 衆議院議員選挙 

個人演説会会場きゅりあん指定 

全国に転出者用入場整理券発送開始 

  2  明るい選挙推進協議会 

明るい選挙推進協会製作のビデオ「話し合い活動の手引き」に撮影協力 

  12 12 品川区議会議員選挙および品川区長選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例公布 

区議会議員・区長選挙については今後義務制並みポスター掲示場が設置されることになった 

 3 4 7 東京都知事選挙 

投票用紙に合成紙導入（以後の選挙についても使用した） 

都に速報報告用にネットマスター使用開始 

従事者システム電算化 

記載台ライト導入 

氏名等掲示を記載台に掲示 

計数機取替 

「知ってる区ん」テレホンサービスによる投開票速報を行う 

  4 21 品川区議会議員選挙・品川区長選挙 

初めて義務制並みポスター掲示場が設置された 

 4 6 24 東京都議会議員の選挙区定数変更（８減８増）、総定数１２８人（品川区選挙区は変更なし） 

  7 26 参議院議員選挙から東京都が即日開票を実施 

開票所を区立総合体育館に変更 

開票手順を点検台方式から票を移動させる方式に変更 

回示方式から随時点検方式に変更 

得票計算システム（バーコードによる）を導入 

投票・開票従事者にアルバイトを採用 

    二重登録通知を初めて全国の関係市区町村に送付 

 5 

 

3 31 「東京都議会議員及び東京都知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」 

（東京都条例第３６号）制定 

  6 18 内閣不信任案可決、衆議院解散 
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平成 5 6 27 東京都議会議員選挙 

候補者の選挙運動費用のうち、「選挙運動用自動車の使用」及び「選挙運動用ポスターの作

成」の費用が新たに公費負担の対象となる 

開票所に初めて仮設の「ジャンボクーラー」を設置 

  7 18 衆議院議員選挙、最高裁判所裁判官国民審査 

国民審査の集計方法を「階段方式」から「小票束たし上げ方式」へ変更 

 6 2 4 「政党助成法」公布 

「公職選挙法の一部を改正する法律」公布 

「政治資金規正法の一部を改正する法律」公布 

  4 12 「品川区議会議員および品川区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」制定 

  5 4 「改正公職選挙法」の一部施行 

① 公職にある間に犯した収賄罪による公民権（選挙権・被選挙権）の停止の強化 

② 罰金額の引き上げ 

③ 候補者等の氏名を表示する政治活動用ポスター（事前ポスター）の掲示の制限 

  12 15 東京都内湾海区漁業調整委員会委員補欠選挙 

  12 25 「改正公職選挙法」施行 

衆議院議員の選挙制度を小選挙区比例代表並立制に（定数、小選挙区300人・比例代表200人）

参議院議員の選挙区の定数是正 

連座制の強化 

 7 

 

1 1 「改正政治資金規正法」施行 

「政党助成法」施行 

  3 31 「品川区議会議員および品川区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」一部改正 

  4 9 東京都知事選挙 

12の出張所・八潮地域センターに於ける不在者投票開始 

不在者投票システム導入（バーコードによる入力） 

新型の投票用紙自動交付器（音声機能付）を全投票所で使用（各投票所１台） 

投票所で使用するビニールマットを炭酸カルシウム入り（可燃性）に変更 

  4 23 品川区議会議員選挙・品川区長選挙 

定数44名から42名へ削減 

区議会議員選挙でポスター掲示場の板面を２種類に設定して設置 

 

  7 23 参議院議員選挙 

  12 20 公職選挙法一部改正 

 8 1 1 政党助成法の改正 

  6 26 公職選挙法一部改正 

  8 1 東京都内湾海区漁業調整委員会委員選挙 

  9 27 衆議院解散 

  10 20 衆議院議員選挙、最高裁判所裁判官国民審査 

小選挙区（第３区）議員の立候補届出受付を品川区で行う 
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平成 9 4 21 東京都選挙執行規程一部改正 

選挙公報に掲載される図、イラストレーション及びこれらの類の使用 

ポスター掲示場の掲示区画番号の一連化 

  6 20 公職選挙法一部改正 

地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙の期日の特例 

  7 6 東京都議会議員選挙 

  12 19 公職選挙法一部改正（平成10年６月１日から施行） 

選挙人名簿に関する事項－選挙人名簿の電算化、定時登録の回数の増加（年４回）等 

指定投票区制度に関する事項 

記号式投票に関する事項 

投票（不在者投票を除く）に関する事項－投票立会人の選任数、 

投票時間の延長（午前７時から午後８時） 

不在者投票に関する事項－不在者投票事由の緩和、 

不在者投票時間の延長（午前８時30分から午後８時）等 

選挙立会人に関する事項 

選挙運動等に関する事項－選挙公報の掲載文の字数制限撤廃、不在者投票記載場所における氏

名等の掲示等 

 10 1 28 東京都内湾海区漁業調整委員会委員補欠選挙 

  5 6 公職選挙法一部改正 

在外選挙人名簿の登録制度－公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行 

在外投票制度      －     〃    ２年       〃 

  7 9 「品川区議会議員選挙および品川区長選挙における選挙公報の発行に関する条例」一部改正 

  7 12 参議院議員選挙 

  12 11 公職選挙法施行令一部改正 

在外選挙人名簿の登録制度－平成11年５月１日から施行 

在外投票制度      －平成12年５月１日から施行 

  12 22 「品川区選挙執行規程」一部改正 

選挙公報に関する事項 

 11 2  東京都知事選挙において、品川区ホームページに「選挙情報」を開設 

  3  品川区ホームページ「選挙情報」のＦＡＸサービス開始 

  3 25 「品川区議会議員および品川区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」一部改正 

  4 11 東京都知事選挙 

  4 25 品川区議会議員選挙・品川区長選挙 

翌日開票を実施   
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平成 11 8 13 公職選挙法一部改正 

収賄罪等で処罰された者の被選挙権の停止期間の延長に関する事項 

（平成11年９月２日から適用） 

－公職にある間に犯した収賄罪等の罪で刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免

除を受けた日から５年を経過したものは、なお５年間被選挙権を有しないこととされた。

選挙運動の期間前に掲示された政党その他の政治活動を行う団体の政治活動用ポスターの撤去

に関する事項（平成11年９月２日から適用） 

－衆議院議員、参議院議員、都道府県議会議員、都道府県知事、指定都市議会議員又は市

（区）長の選挙については、氏名類推事項の記載のある政党の政治活動用ポスターで、

当該記載のある者が候補者となったときは、公示（告示）日のうちに当該ポスターを撤

去しなければならないこととされた。 

船員の洋上投票に関する事項（平成12年５月１日から適用） 

－指定船舶に乗って本邦以外の区域を航海する船員は、衆議院議員総選挙又は参議院議員

通常選挙の投票をファクシミリにより行うことができるものとされた。 

  12 8 公職選挙法一部改正（平成12年４月１日から施行） 

成年後見制度の創設に伴い、選挙権および被選挙権の停止事由のひとつである「禁治産者」が

成年被後見人」に改められた。 

  12 20 政治資金規正法一部改正（平成12年１月１日から施行） 

会社、労働組合、職員団体その他の団体は、資金管理団体に対して政治活動に関する寄附をし

てはならないとされた。 

 12 2 9 公職選挙法一部改正 

衆議院（比例代表選出）議員の定数削減に関する事項 

－衆議院（比例代表選出）議員の定数を２０人削減（東京都選挙区１９人→１７人） 

  3 28 「品川区選挙執行規程」全部改正（平成12年４月１日から施行） 

機関委任事務制度が廃止され、地方自治法において自治事務と法定受託事務とに再編成される

こと等に伴う関連規定の整備 

  5 17 公職選挙法一部改正 

① 衆議院議員および参議院議員の特別選挙を原則として年２回に統一して行うこととされ

た。 

② 衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員を辞した者等はその辞職により生じた

欠員について行われる補欠選挙の候補者となることができないものとされた。 

③ 衆議院小選挙区選挙において供託物没収点に達しなかった重複立候補者は当該衆議院名簿

に記載されていないものとみなすこととされた。 

④ 衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における当選人は、当該当選

人が登載されていた名簿届出政党等以外の名簿届出政党等に所属する者となったときは、

当選を失うものとされた。 

⑤ 選挙運動に従事する者のうち専ら手話通訳のために使用する者に対して報酬を支給するこ

とができることとされた。 

⑥ 政党その他の政治活動を行う団体の選挙における政治活動のうち、書籍及びパンフレット

の普及宣伝のための自動車、拡声機等の使用については、衆議院議員、参議院議員、都道

府県議会議員、都道府県知事、指定都市議会議員又は市（区）長の選挙の期日の公示（告

示）日から当該選挙期日まで行うことができないものとされた。 

（①～⑥について、平成12年6月6日から施行） 

  6 2 衆議院解散 

   25 衆議院議員選挙、最高裁判所裁判官国民審査 

・洋上投票、在外投票を実施 

・派遣社員を地域センターでの不在者投票事務に配置 
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平成 12 8 3 東京都内湾海区漁業調整委員会委員選挙 

  8 22 「品川区選挙執行規程」一部改正 

手話通訳のために使用する者に対する報酬に関する事項を追加 

  11 1 公職選挙法一部改正（平成12年11月21日から施行） 

① 参議院議員の定数が削減された。 252→242（比例100→９６ 選挙区152→146） 

平成13年・16年の２回の選挙で５人ずつ削減 

② 参議院比例代表選挙が非拘束名簿式比例代表制に改められた。これに伴い、投票方法が候

補者の氏名または政党名の名称・略称のいずれかを記載することとされた他、名簿に登載

された候補者も選挙運動が行えることとなった。 

 13 3 15 東京都議会議員各選挙区の定数見直し 

（品川区・北区各１減、練馬区・八王子市各１増、定数 127名変更なし、品川区５→４） 

  6 24 東京都議会議員選挙 

ポスター掲示場掲示面の材質をベニヤから再生ボードに変更 

  7 5 東京都選挙執行規程一部改正  

参議院比例代表選出議員選挙における氏名等掲示に係る条文を改正 

   29 参議院議員選挙 

派遣社員を区役所での不在者投票事務に配置 

  12 7 「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の

特例に関する法律」公布（平成14年2月1日から施行） 

各地方公共団体の条例に定めるところにより、地方選挙における電磁的記録式投票の実施が可

能となった。 

 14 6 11 ・ 第40投票区（荏原第三中学校）を指定投票区に指定（平成15年都知事選挙から実施） 

・ 第13投票区投票所を誕生八幡神社からシティコート目黒集会室に変更 

（平成15年都知事選挙から実施） 

  6 25 「品川区選挙執行規程」一部改正 

公職選挙法に定める指定投票区を定め、指定投票区以外の投票区に属する選挙人が行った不在

者投票についても指定投票区の投票管理者が事務を行うこととされた。 

  7 31 「公職選挙法」一部改正（平成14年8月31日から施行） 

衆議院議員小選挙区の区割り改定および定数の５増５減(東京第３区に変更はなし) 

  10 8 「品川区選挙執行規程」一部改正 

これまで選挙ごとに委員会で決定し、品川区議会議員選挙で採用してきたポスター掲示場の区

画面のスライドについて、規程で明文化した。 

  12 6 「品川区議会議員および品川区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」一部改正 

公費負担の対象となる契約のうち、一般運送契約、運転手の雇用契約およびポスターの作成契

約について、公費負担の限度額を引き上げた。 

  12 13 「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」公布、施行 

平成15年3月から5月までの間に任期満了が予定されている地方公共団体の議会の議員又は長の

任期満了による選挙その他の選挙の期日を統一するものとされた。 
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平成 14 12 13 「公職選挙法」一部改正（平成15年1月2日から施行） 

① 市町村の廃置分合に関し、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権に関する三箇月の住

所要件は、廃置分合により消滅した市町村に住所を有した期間を通算するものとされた。

② 指定都市以外の市の議会議員及び町村の選挙において、その選挙期日の告示前に掲示され

た政党等の政治活動用ポスターで、氏名等が記載されている者が当該選挙の候補者となっ

たときは、他の選挙と同様に、当該候補者となった日のうちに、当該ポスターを撤去しな

ければならないものとされた。 

 15 2 28 「品川区選挙執行規程」一部改正 

① 点字投票用紙に点字で選挙の種別を表示することができることとされた。 

② ポスター掲示場の予備区画については、掲示区画の「左」に設けることとされていたが、

これを「上」等にも設けることができることとした。 

  4 13 東京都知事選挙 

・ 各地域センターに不在者投票システムを導入。これにより、地域センターの端末で選挙人

名簿との照合が可能となる。 

・ 選挙人名簿登録者数の増加に伴い、ポスター掲示場の総数を341箇所から342箇所に変更。

・ 投票所の臨時電話を固定電話から携帯電話へと切替えた。 

・ 指定投票区および投開票業務に派遣社員を投入。（不在者投票業務では平成12年6月衆議

院選挙から各地域センターに、また平成13年6月都議選挙から区役所に投入） 

・ 開票業務にシルバー人材センター会員（8名）を投入。 

  4 27 品川区議会議員選挙・品川区長選挙 

  6 11 「公職選挙法」一部改正 

① 名簿登録地における不在者投票を改め、期日前投票を創設する。 

（平成15年12月1日から施行） 

② 在外投票制度を改正し、公館投票と郵便投票のどちらでも投票が可能となる。また、在外

選挙人が帰国した場合に、国内における投票制度を利用できるようになる。 

（平成16年4月1日から施行） 

  7 18 「公職選挙法」一部改正 

郵便投票制度が改正され、要介護者(要介護５)の郵便等による投票が認められ、また該当者の

うち、上肢または視覚障害が１級の者についての代理記載が認められる。 

（平成16年3月1日から施行） 

  10 10 衆議院解散 

  10 16 「公職選挙法」一部改正 

衆参選挙において、候補者届出政党等が国政に関する重要政策等を記載したパンフレット等を

選挙運動のために頒布することが出来る事となった。 

  11 9 衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査 

  12 8 「選挙長等の報酬および費用弁償に関する条例」一部改正 

期日前投票所の投票管理者および投票立会人の報酬の額を定めた。 

 16 

 

7 

 

11 

 

参議院議員選挙 

・ 期日前投票所を第二庁舎と各地域センターの計１４箇所に設置。 

・ 選挙人名簿登載者数の増加に伴い、ポスター掲示場の総数を３４２箇所から３４３箇所に

変更。 

  7 14 昭和25年5月13日農林省告示第129号（海区の指定）一部改正 

「東京都内湾」、「東京都島部」および「小笠原」の３海区が「東京」海区に統合された。 

（平成16年7月14日農林水産省告示第1339号） 

  8 5 東京海区漁業調整委員会委員選挙（無投票） 
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東京都議会議員選挙 

・ 今まで情報システム課で処理していた「選挙人名簿管理システム」を選挙管理委員会事

務局のサーバーで処理。 

それに伴い、選挙人名簿抄本・入場整理券の打ち出しを委託。 

・ 入場整理券の送付方法をハガキから封書に変更。 

・ 引続き都内に住所を有することの証明（引続き証明書）として、現住所地の区市町村長

発行の住民票に加え､広域交付住民票も認められるようになった。 

また、広域交付住民票端末を利用した「現住所に関する確認書」で引続き証明書の提示

に代えることができるようになった。 

（【手続】 

① 本人が「現住所に関する確認申込書」により、選管委員長に対し現住所の確認

を依頼 

② 選管委員長は「現住所に関する確認書」を作成し､区長に現住所の確認を依頼 

③ 区長は住基ネット端末から東京都のサーバーにアクセスし、現住所を確認の

上、確認書に担当者印を押印し､選管への行政証明として発行 

④ 選管は投票所へ確認の結果を報告） 

 

衆議院解散 

 

衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査 

 

条例制定直接請求  仮称「品川無防備平和条例」 

直接請求署名審査 平成17年12月2日 ～  同月20日 

         署名総数      10,026 

            署名し印を押した者の数 9,866    有効署名数 8,694    無効署名数 1,172 

   平成１８年第１回臨時会本会議で否決（平成１８年１月１９日） 

 

「公職選挙法」一部改正 

   参議院（選挙区選出）議員の定数是正（４増４減。東京都選挙区は２人増。） 

 

「公職選挙法」一部改正 

(1) 選挙人名簿の抄本の閲覧等に関する事項（①～⑨について、平成18年11月1日から施行） 

① 登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿抄本の閲覧について定める。 

② 政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧について定める。 

③ 選挙人名簿の抄本の閲覧に係る勧告及び命令等について定める。 

④ 在外選挙人名簿について、上記の ①～③を準用する。 

⑤ 在外選挙人証交付記録簿の閲覧について定める。 

⑥ 選挙人名簿の抄本等の閲覧に係る命令違反及び報告義務違反について定める。 

⑦ 偽りその他不正の手段による選挙人名簿の抄本等の閲覧等に対する過料について定める。

⑧ 選挙人名簿（在外選挙人名簿）の抄本の閲覧申出は、執務時間内にしなければならないこ

ととする。 

⑨ 住所移転による選挙人名簿（在外選挙人名簿）の登録抹消告示を廃止する。 

(2) 在外投票に関する事項 

⑩ 衆議院（小選挙区）、参議院（選挙区）を在外選挙の対象とする。 

⑪ 在外公館の長が管理する投票記載場所における投票の期間について定める。 

（⑩⑪について、平成19年6月1日から施行）

⑫ 一定の用件を満たす年齢満20年以上のものは、在外選挙人名簿の登録申請ができるものと

する。                        （平成19年1月1日から施行）
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「公職選挙法」一部改正 

(1) 国外における不在者投票制度の創設          （平成19年3月1日から施行）

① 特定国外派遣組織に属する選挙人の国外における不在者投票制度を創設する。 

② 特定国外派遣組織を定義する。 

③ 特定国外派遣組織に属する選挙人とみなすものについて定める。 

(2) 南極地域観測隊の隊員等のファクシミリ装置による投票制度の創設 

（平成18年11月1日から施行）

 

品川区議会議員定数 42名から40名へ削減 

   7月10日公布、次の一般選挙から施行 

 

品川区長選挙・品川区議会議員補欠選挙 

  ・投票事務の受付に投票管理システムを導入し、期日前投票と同様にパソコンで受付の事務

を行う。パソコンは各投票所に２～３台を設置。 

   これに伴い、名簿抄本の打ち出しを１部減らす。  

  ・投票立会人を４名から３名に変更 

  ・各投票所事務従事者１名減 

 

「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」公布、施行 

平成19年3月から5月までの間に任期満了が予定されている地方公共団体の議会の議員又は長

の任期満了による選挙その他の選挙の期日を統一するものとされた。 

 

「政治資金規正法」一部改正 

  ① 主たる構成員が外国人又は外国法人である日本法人のうち上場会社であるものからの寄付

の受領については、禁止している現行の規制を撤廃するものとする。 

  ② 上場会社に係る「主たる構成員が外国人又は外国法人である」か否かの判定について定め

る。                 （①②について、平成18年12月25日から施行）

  ③ 総務大臣および都道府県の選挙管理委員会が行う収支報告書の要旨の公表期限ならびに情

報公開法の規定による開示請求があった場合の開示決定について定める。 

  ④ 収支報告書に添付する書面のうち、金融機関への振込みによる支出に係るものについて、

金融機関が作成した振込明細書等の写し等をもって領収書等を徴し難かった支出の明細書

に代えることができるものとする。    （③④について、平成19年1月1日から施行）

「公職選挙法」一部改正 

  選挙運動収支報告書に添付すべき書面についても、金融機関への振込みによる支出に係るも

のについて、金融機関が作成した振込明細書等の写し等をもって領収書等を徴し難かった支

出の明細書に代えることができるものとする。       （平成19年1月1日から施行）

 

「公職選挙法」一部改正                    

  地方公共団体の長の選挙において、ビラを頒布することおよび条例により当該ビラの作成に

ついて無料とすることができることとする。        （平成19年3月22日から施行）

 

財団法人明るい選挙推進協会より明るい選挙推進優良活動として受賞される。 

 

東京都知事選挙 

  選挙人名簿登載者数の増加に伴い、ポスター掲示場の総数を３４３箇所から３４４箇所に 

変更。 

 

 品川区議会議員選挙 

  議員定数 42名から40名へ 

 

「日本国憲法の改正手続に関する法律」公布（平成22年5月18日施行） 

  ①憲法改正の発議手続（国会法の一部改正） 

  ②国民投票の実施手続 
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「公職選挙法」一部改正                    

  ① 衆議院比例代表選出議員の選挙において、衆議院名簿届出政党等が標旗を掲げて街頭演説

を行うことができることとする。 

② 参議院名簿登載者に交付する街頭演説用の標旗の数を、３本から６本に増加することとす

る。                 （①②について、平成19年6月20日から施行）

   

「政治資金規正法」一部改正 

  ① 資金管理団体は、土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは

土地の賃借権を取得し、又は保有してはならないものとされた。 

（平成19年8月6日から施行）

  ② 資金管理団体による人件費以外の経常経費（一件当たり５万円以上の支出）については、

収支報告書への明細の記載及び領収書等の写しの添付について、義務付けられた。    

                                        （平成20年1月1日から施行）

 

参議院議員選挙 

 

「政治資金規正法」一部改正 

  ① 国会議員・候補者（候補者となろうとする者を含む。）が代表者である資金管理団体その

他の政治団体、租税特別措置法に規定する寄付金控除の適用を受ける政治団体のうち、特

定の国会議員・候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体、政党支

部であって、国会議員に係る選挙区の区域を単位として設けられるもののうち、国会議

員・候補者が代表者であるものは、国会議員関係政治団体と定義された。 

（平成20年10月1日から施行）

  ② 国会議員関係政治団体の会計責任者は、すべての支出について領収書等を徴し、収支報告

書の要旨公表日から３年間保存しなければならないとされた。 

③ 国会議員関係政治団体の会計責任者は、すべての支出について、領収書等を徴し難い事情

があるときは、領収書等を徴し難かった支出の明細書等を作成し、収支報告書の要旨公表

日から３年間保存しなければならないとされた。 

④ 国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書については、人件費以外の経費で１件

１万円を超える支出について、その明細を記載し、領収書等の写しと併せて、5月31日まで

に提出しなければならないとされた。 

⑤ 国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書を提出するときは、あらかじめ、収支

報告書、会計帳簿、領収書等について、登録政治資金監査人による政治資金監査を受けな

ければならないとされた。    （②～⑤について、平成21年分収支報告書から適用）

⑥ 何人も、国会議員関係政治団体については、収支報告書の要旨公表日から３年間、人件費

以外の経費で１件１万円以下の支出に係る領収書等の写しについて、総務大臣又は都道府

県選管に開示請求をすることができるとされた。 

  （平成21年分収支報告書の要旨公表日から適用）

 

品川区明るい選挙推進協議会が設立５０周年の記念式典を行う。 

 

財団法人明るい選挙推進協会企画制作のＤＶＤ「走り続けるトップランナー」に品川区明るい選

挙推進協議会が全面協力。 

 

東京海区漁業調整委員会委員選挙（無投票） 

 

「品川区議会議員および品川区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」一部改正 

・公職選挙法の一部改正の施行に伴い、品川区長の選挙において選挙運動のために使用するビ

ラの作成費については、公費負担することとされた。 

 

東京都議会議員選挙 

 ・選挙人名簿登載者数の増加に伴い、ポスター掲示場の総数を３４４箇所から３４６箇所に 

変更。 

 ・期日前投票業務にシルバー人材センター会員（10名）を投入。 
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衆議院解散 

 

衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査 

・期日前投票業務にシルバー人材センター会員（17名）を投入。 

 

「公職選挙法施行令」一部改正（平成22年4月1日施行） 

①身体障害者福祉法施行令等の一部改正に伴い、郵便等により不在者投票をすることができ

る選挙人の範囲に「身体障害者手帳 肝臓の障害の程度１級～３級」「戦傷病者手帳 肝

臓の障害 特別項症～第３項症」が追加された。 

 

参議院議員選挙 

・開票に投票用紙読み取り分類機９台投入。 

・投票速報システム導入。 

 

品川区長選挙・品川区議会議員補欠選挙 

 

「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」公布、施行 

平成23年3月から5月までの間に任期満了が予定されている地方公共団体の議会の議員又は長

の任期満了による選挙その他の選挙の期日を統一するものとされた。 

                           

東京都知事選挙 

・選挙人名簿登載者数の増加に伴い、ポスター掲示場の総数を３４６箇所から３４７箇所に 

変更。 

 

品川区議会議員選挙 

 

都条例制定直接請求 

「東京電力管内の原子力発電所の稼働に関する東京都民投票条例の制定を求める条例制定請求」

署名収集期間 23年12月10日～24年 2月 9日 

審査期間   24年 4月 4日～24年 4月23日 

審査結果                               

 署名総数 有効数 無効数 署名簿冊数 1/50の数 

品川区 9,349 8,711 638  1,322 6,134 

東京都 346,930 323,076 23,854 50,907 214,206 

 

明るい選挙推進協議会の長田顧問が藍綬褒章を都知事より授与される。 

 

東京都議会本会議により否決 

 

東京海区漁業調整委員会委員選挙（無投票） 

 

石原東京都知事が辞職 

 

衆議院解散 

 

東京都知事選挙および衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査 

 

「公職選挙法」一部改正（5月26日施行） 

(1)インターネット（ウェブサイト等、電子メール）選挙運動の解禁等 

（施行日以後始めて公示される国政選挙の公示日以後に公示・告示される選挙から適用） 

①ウェブサイト等を利用した選挙運動の解禁 

②選挙運動用電子メールの送信制限 

③ 選挙運動のための有料インターネット広告の禁止等 
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④インターネット等を利用した選挙期日後の挨拶行為の解禁 

⑤屋内の演説会場内における映写の解禁 

 

「公職選挙法」一部改正（6月30日施行） 

①成年被後見人の選挙権について欠格条項の削除。 

②指定施設における不在者投票について、外部立会人の選任が努力規定とされる。 

 

東京都議会議員選挙 

・選挙人名簿登載者数の減少に伴い、ポスター掲示板の総数を347箇所から346箇所に変更。 

 

「公職選挙法」一部改正（7月28日施行） 

  ①衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を是正するため、 

   ５つの県（福井県、山梨県、徳島県、高知県、佐賀県）で定数を１減少された 

   （０増５減。衆議院議員小選挙区の総数は３００から２９５へ減少） 

 

参議院議員選挙 

 

「公職選挙法」一部改正（平成27年3月1日施行） 

  ①都道府県議会議員の選挙区は、一定の要件のもとで、市町村を単位として条例で 

   選挙区を定めることができることとされた。 

  ②指定都市の区域においては、行政区の区域を分割せずに２以上の区域に別けた区域 

   を選挙区の単位とすることとされた。 

 

猪瀬東京都知事が辞職 

 

東京都知事選挙 

 

「日本国憲法の改正手続に関する法律」一部改正（6月20日施行） 

①選挙権年齢等の18歳への引下げ関係 

②公務員の政治的行為に係る法整備関係 

③国民投票の対象拡大についての検討関係 

 
品川区長選挙・品川区議会議員補欠選挙 

 

衆議院解散 

 

「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」公布、施行 

平成27年3月から5月までの間に任期満了が予定されている地方公共団体の議会の議員又は長

の任期満了による選挙その他の選挙の期日を統一するものとされた。 

                           

衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査 

 

品川区議会議員選挙 

 

「公職選挙法」等一部改正（平成28年6月19日施行、但し②、⑤は平成27年6月19日施行） 

  ①選挙権年齢等の18歳への引下げ 

  ②在外選挙人名簿の登録の申請に係る準備行為（申請年齢18歳への引き下げの前倒し適用）

  ③選挙犯罪等についての少年法の特例 

  ④検察審査会法等の適用の特例 

  ⑤民法の成年年齢等の引下げに関する検討 
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「公職選挙法」一部改正 

①参議院(選挙区選出)議員の選挙区及び定数是正(10増10減 東京都選挙区は2人増) 

（11月5日施行） 

②参議院合区選挙区選挙に関する管理執行体制の整備等 

 

「公職選挙法」一部改正（6月19日施行） 

選挙人名簿の登録及び表示に関する改正 

 

「公職選挙法施行令」一部改正（4月8日施行） 

衆議院議員及び参議院議員の選挙運動に関し、選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用通常葉書

等の作成の公営に要する経費に係る限度額の改正 

 

「公職選挙法」一部改正（6月19日発行） 

  ①共通投票所制度の創設 

  ②期日前投票の投票時間の弾力的な設定等 

  ③投票所に入ることができる子供の範囲の拡大 

 

「公職選挙法」一部改正 

  ①洋上投票の対象の拡充        (平成29年4月10日施行） 

  ②要約筆記者に対する報酬支払の解禁（5月13日施行） 

 

「公職選挙法」の一部改正の施行に伴い、「品川区選挙執行規程」の一部改正 

 選挙運動に従事する者のうち専ら要約筆記のために使用する者に対して報酬を支給することが

できるようになった。 

 

選挙権年齢の18歳への引下げ等の施行 

 

舛添東京都知事が辞職 

 

「公職選挙法施行令の一部を改正する政令」(選挙運動用自動車の使用等の公営に要する経費に

係る限度額の引上げ)等の施行に伴い「品川区議会議員および品川区長の選挙における選挙運動の

公費負担に関する条例」を一部改正（7月8日施行） 

 公費負担の対象となる、自動車の借上げ・燃料供給、ポスターの作成契約およびビラの作成契

約について、公費負担の限度額を引き上げた。 

 

参議院議員選挙 

 

東京海区漁業調整委員会委員補欠選挙（無投票） 

 

東京都知事選挙 

 

東京海区漁業調整委員会委員選挙（無投票） 

 

「公職選挙法」一部改正 

  ①同一都道府県の区域内で住所を移したものに係る都道府県の議会の議員及び長の 

選挙権の取扱いの見直し（平成29年6月1日施行） 

   ※市町村を単位とした二回以上住所を移した場合にも、都道府県の選挙の選挙権を 

認めることとした。 

  ②国外に転出する選挙人名簿に登録されている者等に係る在外選挙人名簿への登録 

   の移転制度の創設 

  ③最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票期間の伸長（平成29年1月1日施行） 

  ④選挙人名簿及び在外選挙人名簿の縦覧制度廃止（平成29年6月1日施行） 

  ⑤期日前投票を行うことができる事由に、天災又は悪天候により投票所に到達すること 

   が困難であることを追加（平成29年6月1日施行） 
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アトレ大井町と期日前投票所の設置に関する協定の締結に合意 

 

衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部改正 

（区割り改定法） 

これにより、既に平成28年5月27日に公布されている衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び 

公職選挙法の一部を改正する法律（衆議院選挙制度改革関連法）のうち公職選挙法の改正 

規定は、平成29年7月16日から施行されることとなった。 

 

東京都議会議員選挙 

・アトレ大井町内に期日前投票所を設けた。 

 

衆議院解散 

 

衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査 

・今回の選挙より、品川区の小選挙区は東京都第3区と東京都第7区となった。 

 

品川区明るい選挙推進協議会が設立60周年記念式典を開催 

 

「品川区選挙執行規程」一部改正 

規格をブランケット判にした。 

 

東京海区漁業調整委員会委員補欠選挙（無投票） 

 

品川区長選挙・品川区議会議員補欠選挙 

 

「公職選挙法」一部改正（3月1日施行） 

・区議会議員選挙の候補者1人について、選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ4,000枚

を頒布することができるようになった。 

「品川区議会議員および品川区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」一部改正

・公職選挙法の一部改正の施行に伴い、品川区議会議員の選挙において選挙運動のために使用

するビラの作成費（限度額：7円51銭×4,000枚）については、公費負担とすることとされた。

 

品川区議会議員選挙 

 

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正（5月15日公布） 

 

「公職選挙法」一部改正（6月1日施行） 

投票管理者および投票立会人の選任要件の緩和 

 ①投票管理者・同職務代理者を「選挙権を有する者の中から選任するもの」とされた。 

 ②投票管理者・同職務代理者の交替制が可能となった。 

  交替制とする場合、職務時間も告示しなければならないとされた。 

 ③投票録、引継書の様式が改正された。 

 

参議院議員選挙 

 ・「特定枠」が比例代表選出で設けられてから初めての選挙を執り行った。 

 

東京都知事選挙 

 ・期日前投票所の運営を人材派遣から、委託に切り替えた 

 

「品川区選挙執行規程」一部改正 

届出書類の押印廃止 
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特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律等が公布 

同法施行 

 ・新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、特定患者等が投

票をすることが困難となっている現状に鑑み、当分の間の措置として、特定患者等の郵便等）

を用いて行う投票方法について、公職選挙法の特例を定めるものとされた。 

 

東京都議会議員選挙 

 

衆議院解散 

衆議院議員選挙 

 

「品川区選挙執行規程」の一部改正 

区議会議員選挙における選挙公報1頁あたりの掲出者を15人から12人に変更 

 

品川区議会議員および品川区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正 

公費負担するポスターの上限枚数を、ポスター掲示場の数に１．１を乗じて得た数に改めた。 

 

参議院議員選挙 

 

品川区長選挙 

 ・法定得票数（有効投票総数の4分の1）を超す候補者の不在により、当選人なしとなった。 

（同年12月4日に再選挙を執行） 

品川区議会議員補欠選挙  

 

最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律が公布 

・在外国民審査制度および洋上投票制度等が創設された。 

 

品川区長選挙 

 ・令和4年10月2日執行の品川区長選挙の開票結果による再選挙（全国で戦後7例目となる事例）

品川区議会議員補欠選挙 

 

「公職選挙法」一部改正 

品川区の小選挙区の分区が解消され、区全域が「東京都第3区」となる。 

 

「品川区選挙執行規程」の一部改正 

ポスター掲示場の区画番号を数字の順番とおりの表示に変更 

 

品川区議会議員選挙 

 

新型コロナウイルス感染症の感染症法における位置付が２類相当から５類感染症に変更される。

これにより特例郵便等投票を行うことができる特定患者等の対象ではなくなる。 

 

「選挙長等の報酬および費用弁償に関する条例」一部改正 

 

「品川区選挙管理委員会事務局規程」一部改正 

 次長を廃し、選挙担当（主査）制を置く 

 

改築工事に伴い、第27投票区投票所を荏原特別養護老人ホームから荏原平塚学園に変更 

 

「政治資金規正法」一部改正 

 

東京都知事および東京都議会議員補欠選挙 

・選挙人名簿登録者数の増加に伴い、ポスター掲示場の総数を347箇所から348箇所に変更 

 

衆議院解散 
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令和 6 

 

7 

10 

 

1 

 

3 

27 

 

8 

 

3 

衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 

 

「政治資金規正法」一部改正 

 

「品川区選挙執行規程」の一部改正（６月１日施行） 

刑法改正に伴い、様式中の「禁錮」を「拘禁刑」に変更 
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（３）選挙一覧（昭和２１年以後）  

  
 天候 
 

 投  票 
 
 年月日 

 曜 
 
 日 

 告  示 
 （公示） 
 年月日 

 
  選 挙 （投票） 
 

 選挙当日
 
 有権者数

 
 投票者数
 

 
 投票率
 

 
事     由 

 

曇 
 昭和 
 21. 4.10 

水  昭和 
 21. 3.11  衆 議 院 議 員                 

 第２２回総選挙 
 （解散20.12.18） 

  
 21. 6.21 
 

 
 金 
 

  
 衆 議 院 議 員                 
 

 第２２回総選挙の結果当選者が定数 
 にみたなかったための再選挙（東京 
 都第２区のみ） 

晴時 
曇々 

 
 22. 4. 5 
 

 
 土 
 

 22. 3.15  東 京 都 長 官                   121,116 76,315   63.01
 地方公共団体の長を住民が公選する 
 我が国最初の選挙  22. 3.20  品 川 区 長                   121,116 76,314   63.01

晴時 
曇々 

後雨 

 
 22. 4.20 
 

 
 日 
 

 
 22. 3.20 
 

 
 参 議 院 議 員                 
 

 
  121,078
 

 
68,247 

 

 
  56.37
 

 
 第１回通常選挙 
 

曇  22. 4.25  金  22. 3.31  衆 議 院 議 員                 121,708 75,731 62.55
 第２３回総選挙 
  （解散22. 3.31） 

曇 
後 
晴 

 
 22. 4.30 
 

 
 火 
 

 
 22. 4.10 
 

 東京都議会議員                 121,800 76,568 62.86  地方自治は拡充され地方議会の権限 
 が増大した改正東京都制によって行 
 われた最初の選挙  品川区議会議員                 121,800 76,568 62.86

曇 23.10. 5 火  23. 9. 4  東京都教育委員会委員 144,627 47,818 33.06  第１回定例選挙 

 
快 

   

 衆 議 院 議 員                   132,430 90,508 68.34  第２４回総選挙 
  （解散23.12.23） 

 
 

晴 

 24. 1.23  日 
 

 23.12.29 
 最高裁判所裁判官

国 民 審 査

 
  132,430
 

 
90,401 

 

 
68.26

 

 最高裁判所裁判官国民審査法に基づ 
 き裁判官の適、不適を一般投票によ 
 り審査 

快 
晴  24. 3. 2  水  24. 2.11  東京都議会議員                 131,700 42,870 32.55  補欠選挙 

雨 
時 
 々

曇 

 
 
 25. 6. 4 
 

 
 
 日 
 

 
 
 25. 5. 4 
 

 参 議 院 議 員                 148,019 88,016   59.46  第２回通常選挙 

首都建設法制定                

賛 否 投 票

 
  147,658
 

 
87,771 

 

 
59.44

 

 首都建設法は東京都のみに適用され 
 る法律なので憲法第９５条による制 
 定について住民の賛否投票を行った 

 
 25. 8.15  火  25. 7.15 

東京湾北海区              
漁業調整委員会委員    604    589 97.51 漁業法による第１回漁業委員選挙 

曇 
後 
雨 

 
 25.11.10 
 

 
 金 
 

 
 25.10.10 
 

 
 東京都教育委員会委員 
 

 
  152,693
 

 
  30,534
 

 
  19.99
 

 
 第２回定例選挙 
 

曇 
後 
晴 

 
 26. 4.23 
 

 
 月 
 

 
 26. 4. 3 
 

 品川区議会議員                   171,450   133,030   77.59  任期満了による一般選挙 

 品 川 区 長                   171,450   133,029   77.59  任期満了による選挙 

小雨 
後曇 
後晴 

 
 26. 4.30 
 

 
 月 
 

 
 26. 4. 3 
 

 東京都議会議員                   168,481   113,697   67.48  任期満了による一般選挙 

 東 京 都 知 事                   168,481   113,701   67.48  任期満了による選挙 

 
27. 8.13 水 27. 7.24  東京湾北海区              

漁業調整委員会委員
582  581  99.82  任期満了による一般選挙 

 
  

 
曇 
 

 
 
 27.10. 1 
 

 
 
 水 
 

 
 
 27. 9. 5 
 

 衆 議 院 議 員                   167,565   114,572   68.37
 第２５回総選挙 
  （解散27. 8.28） 

 最高裁判所裁判官                 
 国 民 審 査 

 
  167,565
 

 
  114,419
 

 
  68.28
 

 谷村唯一郎、入江俊郎、田中耕太郎 
 木村善太郎、小林俊三各裁判官の審 
 査 

  



─ 205 ─

共通資料

243242

   
  

 天候 
 

 投  票 
 
 年月日 

 曜 
 
 日 

 告  示 
 （公示） 
 年月日 

 
  選 挙 （投票） 
 

 選挙当日
 
 有権者数

 
 投票者数
 

 
 投票率
 

 
      事     由 
 

 
 
晴 
 

昭和 
  
27.10. 5 
 

 
 
 日 
 

 昭和 
 27. 9.10 東京都教育委員会委員   165,355   65,326   39.51  第３回定例選挙 

 27. 9.20  品川区教育委員会委員   165,355   65,265   39.47  第１回定例選挙 

晴 
後 
曇 

 
 28. 4.19 
 

 
 日 
 

 
 28. 3.24 
 

 
 衆 議 院 議 員                 
 

 
  184,829
 

 
  119,807
 

 
  64.82
 

 
 第２６回総選挙 
  （解散28. 3.14） 

晴  28. 4.24  金  28. 3.24  参 議 院 議 員                   184,160   91,329   49.59  第３回通常選挙 

 
 29. 8.12  木  29. 7.23 

 東京湾北海区              
 漁業調整委員会委員     603     －    －

 任期満了による一般選挙 
  （無投票） 

 
曇 
後 
雨 
 

 
 
 30. 2.27 
 

 
 
 日 
 

 
 
 30. 2. 1 
 

 衆 議 院 議 員                   226,218   144,852   64.03
 第２７回総選挙 
  （解散30. 1.24） 

 最高裁判所裁判官                 
 国 民 審 査   226,218   140,787   62.24  池田克裁判官の審査 

快晴 
 

後曇 

 
 30. 4.23 
 

 
 土 
 

 30. 4. 3  東京都議会議員                   201,149   130,246   64.75  任期満了による一般選挙 

 30. 3.29  東 京 都 知 事                   201,149   130,247   64.75  任期満了による選挙 

 
薄  30. 4.30 土 30. 4.15 

 品川区議会議員                   197,064   129,169   65.55  任期満了による一般選挙 
（任期起算30. 5. 1）

 
 

曇 
  品川区教育委員会委員   197,064   128,554   65.23  補欠選挙 

晴  31. 7. 8 日  31. 6.12  参 議 院 議 員                   206,188   106,543   51.67  第４回通常選挙 

 
 31. 8.10 金  31. 7.27 

 東京湾北海区              
漁業調整委員会委員     468     －    －

 任期満了による一般選挙 
  （無投票） 

 
 
晴 
 

33. 5.22 木 33. 5. 1 

衆 議 院 議 員                231,546 162,293 70.09
 第２８回総選挙 
  （解散33. 4.25） 

 最高裁判所裁判官                 
 国 民 審 査 

231,546 161,186 69.61
 高橋潔、垂水克己、河村大助、奥野 
 健一、下飯坂潤夫各裁判官の審査 

 
 33. 8. 8  金  33. 7.24 

 東京湾北海区              
漁業調整委員会委員     470     －    －

 任期満了による一般選挙 
  （無投票） 

雨 
後 
晴 

 
 34. 4.23 
 

 
 木 
 

 34. 4. 8  東京都議会議員                   235,296   164,015   69.71  任期満了による一般選挙 

 34. 3.29  東 京 都 知 事                   235,296   164,017   69.71  任期満了による選挙 

晴  34. 4.30  木  34. 4.18  品川区議会議員                   233,376   148,553   63.23  任期満了による一般選挙 

曇 
後 
雨 

 
 34. 6. 2 
 

 
 火 
 

 
 34. 5. 7 
 

 
 参 議 院 議 員                 
 

 
  236,459
 

 
  120,793
 

 
  51.08
 

 
 第５回通常選挙 
 

 
 35. 8. 9  火  35. 7.25 

 東京湾北海区              
漁業調整委員会委員     455     －    －

 任期満了による一般選挙 
  （無投票） 

    
 衆 議 院 議 員                   234,170   144,837   61.85

 第２９回総選挙 
 
 

 
晴 
 

 
 35.11.20 
 

 
 日 
 

 
 35.10.31 
 

（解散35.10.27） 

 最高裁判所裁判官                 
 国 民 審 査 

 
  234,170
 

 
  143,274
 

 
  61.18
 

 斎藤悠舗、石坂修一、横田喜三郎、 
 藤田八郎、高木常七、河村又介、島 
 保、小谷勝重各裁判官の審査 

曇  37. 7. 1  日  37. 6. 7  参 議 院 議 員                   259,257   162,557   62.70  第６回通常選挙 
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 天候 
 

 投  票 
 
 年月日 

 曜 
 
 日 

 告  示 
 （公示） 
 年月日 

 
  選 挙 （投票） 
 

 選挙当日
 
 有権者数

 
 投票者数
 

 
 投票率
 

 
      事     由 
 

  昭和 
 37. 8. 8 

 
 水 

 昭和 
 37. 7.24 

 東京都内湾海区                 
漁業調整委員会委員                  448    －    －

 任期満了による一般選挙 
  （無投票） 

 
晴 
 

 
 38. 4.17 
 

 
 水 
 

 38. 4. 2  東京都議会議員                   262,216   178,832   68.20  任期満了による一般選挙 

 38. 3.23  東 京 都 知 事                   262,216   178,840   68.21  任期満了による選挙 

晴  38. 4.30  火  38. 4.20  品川区議会議員                   261,002   153,520   58.82  任期満了による一般選挙 

晴  38.11.21 

 
 
 
 木 
 

 
 
 
 38.10.31 
 

 衆 議 院 議 員                   256,030   152,496   59.56
 第３０回総選挙 
  （解散38.10.23） 

 最高裁判所裁判官                 
 国 民 審 査 

256,030 151,021

 
  58.99
 

 入江俊郎、斎藤朔郎、長部謹吾、山 
 田作之助、城戸芳彦、石田和外、横 
 田正俊、草鹿浅之助、五鬼上堅磐各 
 裁判官の審査 

 
 39. 8. 6  木  39. 7.22 

 東京都内湾海区                 
 漁業調整委員会委員                     78     －    －

 任期満了による一般選挙 
  （無投票） 

晴  40. 7. 4  日  40. 6.10  参 議 院 議 員                   269,989   166,643   61.72  第７回通常選挙 

晴 
後 
曇 

40. 7.23 金 40. 7. 8 東京都議会議員                265,094 144,164 54.38

 地方公共団体の議会の解散に関する 
 特例法（昭和４０年６月法律第１１ 
 ８号）に基づく解散による一般選挙 

（解散40. 6.14）
 
  

雨 
後 
曇 
 

 
 
 42. 1.29 
 

 
 
 日 
 

 
 
 42. 1. 8 
 

衆 議 院 議 員                  287,904   188,724   65.55
 第３１回総選挙 
  （解散41.12.27） 

最高裁判所裁判官                

国 民 審 査

 
  287,904
 

 
  185,390
 

 
  64.39
 

 岩田誠、色川好太郎、松田二郎、大 
 隅健一郎、下村三郎、柏原語六、田 
 中二郎各裁判官の審査 

 
雨 
 

 
 42. 4.15 
 

 
 土 
 

 42. 3.21  東 京 都 知 事                   288,156   199,604   69.27  任期満了による選挙 

 42. 4. 5  品川区議会議員                   282,139   199,127   70.58  任期満了による一般選挙 

雨 43. 3.13 水 43. 2.27 
 東京都内湾海区                 
 漁業調整委員会委員                     16     －    －

 補欠選挙 
  （無投票） 

曇  43. 7. 7 日 43. 6.13 参 議 院 議 員                  304,550   191,006   62.72
 第８回通常選挙 
  （任期起算43. 7. 8） 

晴 43. 8. 6 火 43. 7.22 
 東京都内湾海区                 
 漁業調整委員会委員                     16     15   93.75

 任期満了による一般選挙 
  （任期起算43. 8.15） 

曇 44. 7.13 日 44. 6.28 東京都議会議員                286,638 171,497   59.83
 任期満了による一般選挙 
  （任期起算44. 7.23） 

 
 
晴 
 

 
 
 44.12.27 
 

 
 
 土 
 

 
 
 44.12. 7 
 

衆 議 院 議 員                  292,498   163,049   55.74
 第３２回総選挙 
  （解散44.12. 2） 

 最高裁判所裁判官                 
 国 民 審 査 

292,498 158,478 54.18
 村上朝一、松本正雄、飯村義美、関 
 根小郷各裁判官の審査 

晴 46. 4.11 日 

 46. 3.17 東 京 都 知 事                  285,429   203,116   71.16
 任期満了による一般選挙 

 
 

（任期起算46. 4.23）

 46. 4. 1 品川区議会議員                  279,729   202,578   72.42
 任期満了による一般選挙 
  （任期起算46. 5. 1） 

曇時 
晴々  46. 6.27  日  46. 6. 4  参 議 院 議 員                   290,190   165,899   57.17

 第９回通常選挙 
  （任期起算46. 7. 4） 
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 天候 
 

 投  票 
 
 年月日 

 曜 
 
 日 

 告  示 
 （公示） 
 年月日 

 
  選 挙 （投票） 
 

 選挙当日
 
 有権者数

 
 投票者数
 

 
 投票率
 

 
      事     由 
 

晴 
 昭和 
 47. 8. 4 

 
 金 

 昭和 
 47. 7.23 

 東京都内湾海区                 
 漁業調整委員会委員                     86     82   95.35

 任期満了による一般選挙 
  （任期起算47. 8.15） 

晴  47.11.12 日  47.10.23 
 東 京 都 品 川 区 長
 候補者選定区民投票                  269,116   101,174   38.71

 
曇 
時 
 々

晴 
 

47.12.10 日 47.11.20 

 衆 議 院 議 員                   283,766   180,937   63.76
 第３３回総選挙 
  （解散47.11.13） 

 最高裁判所裁判官                 
 国 民 審 査 

 
  283,766
 

 
  173,851
 

 
  61.27
 

 小川信雄、坂本吉勝、岡原昌男、藤 
 林益三、下田武三、岸成一、天野武 
 一各裁判官の審査 

晴 48. 7. 8 日 48. 6.26 東京都議会議員                  273,365   157,817   57.73
 任期満了による一般選挙 
  （任期起算48. 7.23） 

雨後 
曇  49. 7. 7 日 49. 6.14 参 議 院 議 員                  274,120   185,411   67.64

 第１０回通常選挙 
  （任期起算49. 7. 8） 

曇  50. 4.13 日 50. 3.19 東 京 都 知 事                264,581 175,779 66.44
 任期満了による一般選挙 
  （任期起算50. 4.23） 

曇 50. 4.27 日 50. 4.17 
品川区議会議員                260,871 143,989 55.20

 任期満了による一般選挙 
  （任期起算50. 5. 1） 

 品 川 区 長                   260,871   143,950   55.18  地方自治法改正による一般選挙 
 
 

晴  51. 8. 4   51. 7.23 
 東京都内湾海区                 
 漁業調整委員会委員                  78 

 任期満了による一般選挙 
  （任期起算51. 8.15） （無投票当選） 

 
晴 
時 
 々

曇 
 

51.12. 5 日 51.11.15 

衆 議 院 議 員                265,447 168,257 63.39
 第３４回総選挙（任期満了） 
  （任期起算51.12.10） 

最高裁判所裁判官
国 民 審 査

  265,447   161,191 60.72

 団藤重光、大塚喜一郎、環昌一、服 
 部高顕、栗本一夫、吉田豊、江里口 
 清雄、岸上康夫、高辻正己、本林譲 
 各裁判官の審査 

晴 
時 
 々

曇 

 
 
 52. 7.10 
 

 
 
 日 
 

52. 6.17 参 議 院 議 員                  262,731   159,428   60.68 
 第１１回通常選挙 
  （任期起算52. 7.10） 

52. 6.28 東京都議会議員                  255,973   158,768 62.03
 任期満了による一般選挙 
  （任期起算52. 7.23） 

曇時 
雨々 54. 4. 8 日 54. 3.14 東 京 都 知 事                252,723 134,492 53.22

 任期満了による一般選挙 
  （任期起算54. 4.23） 

曇 
時 
 々

晴 

 
 
 54. 4.22 
 

 
 
 日 
 

 
 
 54. 4.12 
 

品川区議会議員                  249,030 138,154   55.48
 任期満了による一般選挙 
  （任期起算54. 5. 1） 

品 川 区 長                  249,030   138,103   55.46
 任期満了による一般選挙 
  （任期起算54. 4.27） 

 
 
雨 
 

 
 
 54.10. 7 
 

 
 
 日 
 

 
 
 54. 9.17 
 

 衆 議 院 議 員                   255,989   136,045   53.14
 第３５回総選挙 
  （解散54. 9. 7） 

最高裁判所裁判官                
国 民 審 査

51.72
 本山亨、中村治郎、藤崎万里、塚本 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 255,989
 

 132,040
 

重頼、横井大三、塩野宜慶、木下忠
 良、戸田弘各裁判官の審査 
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 天候 
 

 投  票 
 
 年月日 

 曜 
 
 日 

 告  示 
 （公示） 
 年月日 

 
  選 挙（ 投 票 ）           
 

 選挙当日
 
 有権者数

 
 投票者数
 

 
 投票率
 

 
      事     由 
 

曇 
後 
晴 

 昭和 
  
  
 
55. 6.22 

日 

 昭和 
  
55. 6. 2 

衆 議 院 議 員                255,545 166,766 65.26
 第３６回総選挙 
  （解散55. 5.19） 

 最高裁判所裁判官                 
 国 民 審 査   255,545   157,365   61.62

 谷口正孝、宮崎梧一、寺田治郎、伊 
 藤正己各裁判官の審査 

55. 5.30 参 議 院 議 員                255,545 166,741 65.25
 第１２回通常選挙 
  （任期起算55. 7. 8） 

 
55. 8. 6 水  55. 7.25 

 東京都内湾海区                 
 漁業調整委員会委員                     86

 任期満了による一般選挙 
  （任期起算55. 8.15） （無投票当選） 

晴時 
曇々  56. 7. 5 日 56. 6.23 東京都議会議員                253,593 134,630 53.09

 任期満了による一般選挙 
  （任期起算56. 7.23） 

曇後 
雨  58. 4.10 日  58. 3.16  東 京 都 知 事                   255,618   119,090   46.59

 任期満了による選挙 
  （任期起算58. 4.23） 

 
 
晴 
 

 
 
 58. 4.24 
 

 
 
 日 
 

 
 
 58. 4.14 
 

品川区議会議員                  251,626   127,556   50.69
 任期満了による一般選挙 
  （任期起算58. 5. 1） 

品 川 区 長                  251,626   127,493   50.67
 任期満了による一般選挙 
  （任期起算58. 4.27） 

曇 58. 6.26 日 58. 6. 3 参 議 院 議 員                260,255 131,576 50.56  第１３回通常選挙 
（任期起算58. 7.10）

 
  

 
晴 
 

 
 
 58.12.18 
 

 
 
 日 
 

 
 
 58.12. 3 
 

 衆 議 院 議 員                   262,299   152,204   58.03
 第３７回総選挙 
  （解散58.11.28） 

最高裁判所裁判官                
国 民 審 査

 
  262,299
 

 
  149,558
 

 
  57.02
 

 安岡満彦、角田禮次郎、大橋進、木 
 戸口久治、和田誠一、牧圭次、各裁 
 判官の審査 

晴 59. 8. 2 木 59. 7.24 
 東京都内湾海区                 
 漁業調整委員会委員                  60 

 任期満了による一般選挙 
  （任期起算59. 8.15） （無投票当選） 

曇 60. 7. 7 日 60. 6.28 東京都議会議員                263,156 134,703 51.19
 任期満了による一般選挙 
  （任期起算60. 7.23） 

 
 
 
曇 
後 
雨 
 

 
 
 
 
 61. 7. 6 
 

 
 
 
 
 日 
 

 
 
 
 61. 6.21 
 

衆 議 院 議 員                  271,204   163,804   60.40
 第３８回総選挙 
  （解散61. 6. 2） 

最高裁判所裁判官                
国 民 審 査

271,204 160,643   59.23

 高島益郎、香川保一、大内恒夫、島 
 谷六郎、知洪一、藤島昭、林藤之輔 
 佐藤哲郎、長島敦、坂上壽夫各裁判 
 官の審査 

61. 6.18 参 議 院 議 員                271,204 163,598 60.32
 第１４回通常選挙 
  （任期起算61. 7. 8） 

曇 62. 4.12 日 62. 3.23 東 京 都 知 事                267,461 112,087 41.91
 任期満了による一般選挙 
  （任期起算62. 4.23） 

 
曇 
後 

 
 
 62. 4.26 

 
 
 日 

 
 
 62. 4.19 

品川区議会議員                257,900 125,780 48.77
 任期満了による一般選挙 
  （任期起算62. 5. 1） 

 
 

雨 
 

 
 

 
 

 
 品 川 区 長                257,900 125,689 48.74

任期満了による一般選挙
  （任期起算62. 4.27） 

 
63. 8. 4 金 63. 7.26 

 東京都内湾海区                 
 漁業調整委員会委員                     50 

 任期満了による一般選挙 
  （任期起算63. 8.15） （無投票当選） 
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 天候 
 

 投  票 
 
 年月日 

 曜 
 
 日 

 告  示 
 （公示） 
 年月日 

 
  選 挙 （投票） 
 

 選挙当日
 
 有権者数

 
 投票者数
 

 
 投票率
 

 
事     由 

 

曇後 
晴 

平成 
元. 7. 2 

日  平成 
  元. 6.23 東京都議会議員                263,556 149,382 56.68

 任期満了による一般選挙 
  （任期起算 元. 7.23） 

快 
晴 元. 7.23 日 元. 7. 5 参 議 院 議 員                268,679 152,630 56.81

 第１５回通常選挙 
  （任期起算 元. 7.23） 

 
 
晴 
 

 
 
  2. 2.18 
 

 
 
 日 
 

 
 
  2. 2. 3 
 

衆 議 院 議 員                267,432 174,523 65.26
 第３９回総選挙 
  （解散 2. 1.24） 

最高裁判所裁判官
国 民 審 査

 
  267,432
 

 
  166,127
 

 
  62.12
 

 奥野久之、貞家克己、中島敏次郎、 
 園部逸夫、四ッ谷巌、橋元四郎平、 
 大堀誠一、草場良八各裁判官の審査 

雨 3. 4. 7 日 3. 3.18 東 京 都 知 事                261,498 131,475 50.28
 任期満了による選挙 
  （任期起算 3. 4.23） 

 
 
晴 
 

 
 
  3. 4.21 
 

 
 
 日 
 

 
 
  3. 4.14 
 

品川区議会議員                258,933 120,358 46.48
 任期満了による選挙 
  （任期起算 3. 5. 1） 

品 川 区 長                258,933 120,275 46.45
 任期満了による選挙 
  （任期起算 3. 4.27） 

晴 4. 7.26 日 4. 7. 8 参 議 院 議 員                265,373 123,111 46.39
 第１６回通常選挙 
  （任期起算 4. 7.26） 

 
4. 8. 6 木 4. 7.28 

 東京都内湾海区                 
      51

 任期満了による一般選挙 
（無投票当選）  

 
  漁業調整委員会委員               （任期起算 4. 8.15）

曇   5. 6.27  日   5. 6.18 東京都議会議員                261,666 132,441 50.61
 任期満了による一般選挙 
  （任期起算 5. 7.23） 

 
 
雨 
 

 
 
  5. 7.18 
 

 
 
 日 
 

 
 
  5. 7. 4 
 

衆 議 院 議 員                  265,810   159,240   59.91
 第４０回総選挙 
  （解散 5. 6.18） 

最高裁判所裁判官                
国 民 審 査

 
  265,810
 

 
  148,911
 

 
  56.02
 

 大野正男、味村治、大白勝、木崎良 
 平、小野幹雄、大西勝也、佐藤庄市 
 郎、可部恒雄、三好達各裁判官審査 

晴 6.12.15 木 6.12. 6 
 東京都内湾海区                 
 漁業調整委員会委員                  49   36 73.47

 欠員による補欠選挙 
  （任期起算 4. 8.15） 

曇 7. 4. 9 日 7. 3.23 東 京 都 知 事                259,884 132,397 50.94
 任期満了による選挙 
  （任期起算 7. 4.23） 

 
曇 
時々  
雨 
 

 
 
  7. 4.23 
 

 
 
 日 
 

 
 
  7. 4.16 
 

 品川区議会議員                   256,736   111,210   43.32
 任期満了による選挙 
  （任期起算 7. 5. 1） 

 品 川 区 長                   256,736   111,080   43.27
 任期満了による選挙 
  （任期起算 7. 4.27） 

晴 7. 7.23 日 7. 7. 6 参 議 院 議 員                264,473 110,399 41.74
 第１７回通常選挙 
  （任期起算 7. 7.23） 

曇 8. 8. 1 木 
  8. 7.23 
 

 東京都内湾海区                 
 漁業調整委員会委員                  48   35 72.92

 任期満了による一般選挙 
  （任期起算 8. 8.15） 

曇 
一時 
小雨 

     264,498   144,013   54.45
 第４１回総選挙 
  （解散 8. 9.27） 

 小選挙区
 
 

 
 
  8.10.20 
 

 
 
 日 
 

 
 
  8.10. 8 
 

 衆議院議員 
 比例代表   264,498   143,923   54.41

264,498   138,809 52.48

 福田博、藤井正雄、尾崎行信、遠藤 
 光男、千種秀夫、河合伸一、橋久 
 子、根岸重治、井嶋一友各裁判官の 
 審査 

最高裁判所裁判官                
国 民 審 査

快 
晴 9. 7. 6 日 9. 6.27 東京都議会議員                260,980 104,894 40.19

 任期満了による一般選挙 
  （任期起算 9. 7.23） 
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 天候 
 

 投  票 
 
 年月日 

 曜 
 
 日 

 告  示 
 （公示） 
 年月日 

 
  選 挙 （投票） 
 

 選挙当日
 
 有権者数

 
 投票者数
 

 
 投票率 
 

 
事     由 

 

曇 
平成 

10. 1.28 
水 

平成  

10. 1.19 

東京都内湾海区                 
漁業調整委員会委員                

       60        33 55.00
 欠員による補欠選挙 
  （任期起算 8. 8.15） 

曇 10. 7.12 日 10. 6.25 参 議 院 議 員                 266,545 152,873 57.35
 第１８回通常選挙 
  （任期起算10. 7.26) 

雨後 
曇 11. 4.11 日 11. 3.25 東 京 都 知 事                 264,345 151,666 57.37

 任期満了による選挙 
  （任期起算11. 4.23） 

 
 

雨後 
曇 
 

 
 
 11. 4.25 
 

 
 
 日 
 

 
 
 11. 4.18 
 

品川区議会議員                 261,277 119,470 45.73
 任期満了による選挙 
  （任期起算11. 5. 1） 

品 川 区 長                 261,277 119,413 45.70
 任期満了による選挙 
  （任期起算11. 4.27） 

 
 
 
曇 
 

 
 
 
 12. 6.25 
 

 
 
 
 日 
 

 
 
 
 12. 6.13 
 

 
 衆議院議員
 

小選挙区   270,935   159,280   58.79 
 第４２回総選挙 
  （解散12. 6. 2） 比例代表   271,302   159,261   58.70 

 
  270,935
 

 
  156,045
 

 
  57.59 
 

亀山継夫、大出峻郎、町田顯、金谷
利廣、奥田昌道、山口繁、元原利文
梶谷玄、北川弘治各裁判官の審査 

最高裁判所裁判官                
国 民 審 査

晴 12. 8. 3 木 12. 7.25 
 東京都内湾海区                 
 漁業調整委員会委員                    58        39   67.24 

 任期満了による一般選挙 
  （任期起算12. 8.15） 

 
 晴  13. 6.24 日 13. 6.15 東京都議会議員                   269,154   132,862   49.36 

 任期満了による一般選挙
  （任期起算13. 7.23） 

晴 13. 7.29 日 13. 7.12 
 
 参議院議員
 

東京都        273,619   144,563   52.83 
 第１９回通常選挙 
  （任期起算13. 7.29) 比例代表   274,104   144,692   52.79 

晴 15. 4.13 日 15. 3.27 東 京 都 知 事                   275,020   122,215   44.44 
 任期満了による選挙 
  （任期起算15. 4.23） 

晴 

 
 
 15. 4.27 
 

 
 
 日 
 

 
 
 15. 4.20 
 

品川区議会議員                   271,959   117,434   43.18 
 任期満了による選挙 
  （任期起算15. 5. 1） 

品 川 区 長                   271,959   117,385   43.16 
 任期満了による選挙 
  （任期起算15. 4.27） 

曇

後 

雨 

15.11.９ 日 15.10.28 

衆議院議員
小選挙区 281,118 163,211 58.06

第４３回総選挙 

  （解散15. 10. 10） 比例代表 281,591 163,205 57.96

最高裁判所裁判官 
国 民 審 査 281,118 161,149 57.32

泉徳治、上田豊三、甲斐中辰夫、

島田仁郎、濱田邦夫、滝井繁男、

深沢武久、藤田宙靖、横尾和子各

裁判官の審査 

曇 16. 7.11 日 16. 6.24 参議院議員
東 京 都 283,657 156,594 55.21 第２０回通常選挙 

  （任期起算16. 7.26） 比例代表 284,197 156,681 55.13 

曇 16. 8. 5 木 16. 7.27 
東 京 海 区 漁 業 
調 整 委 員 会 委 員 45 （無投票当選） 

東京都の３海区統合による設置選

挙 

  （任期起算16. 8. 5） 

曇 17. 7. 3 日 17. 6.24 東 京 都 議 会 議 員 284,431 127,372 44.78
任期満了による一般選挙 
  （任期起算17. 7.23） 

曇 

一

時

雨 

17. 9.11 日 17. 8.30 

衆議院議員
小選挙区 289,349 189,605 65.53 第４４回総選挙 

  （解散17. 8. 8） 
 比例代表 289,906 189,711 65.44

最高裁判所裁判官
国 民 審 査 289,349 187,178 64.69

古田佑紀、中川了滋、堀籠幸男、

今井功、津野修、才口千晴各裁判

官の審査 
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天候 

投  票 
 
 年月日 

曜 
 
日 

告  示 
 （公示） 
 年月日 

 
  選 挙 （投票） 
 

選挙当

日 
 
有権者
数 

 

投票者

数 

 
 投票率 
 

 
事     由 

 

晴 

平成 

18. 10.8 
日 

平成 

18.10. 1 
品 川 区 長 287,005 97,350 33.92 

品川区長の死亡による選挙 

（18.8.21没） 

品川区議会議員補欠 287,005 97,303 33.90 便乗補欠選挙 

晴 19. 4.8 日 19.3.22 東 京 都 知 事                 289,023 153,258 53.03 任期満了による選挙 
   （任期起算19. 4.23） 

曇 19. 4.22 日 19.4.15 品川区議会議員                 285,643 118,793 41.59 任期満了による選挙 
   （任期起算19. 5. 1） 

 

曇 

 

19. 7.29 
 

日 

 

19.7.12 

 

参議院議員
東 京 都 296,040 168,639 56.96 第２１回通常選挙 

   （任期起算19. 7.29） 
比例代表 296,040 168,581 56.95 

曇 20. 7.31 木 20.7.22 
東 京 海 区 漁 業 
調 整 委 員 会 委 員 46 （無投票当選） 

任期満了による一般選挙 

  （任期起算16. 8.20） 

晴 21. 7. 12 日 21.7. 3 東 京 都 議 会 議 員 297,696 136,195 54.14 
任期満了による一般選挙 
  （任期起算21. 7.23） 

曇 21. 8.30 日 21.8.18 

衆議院議員 
小選挙区 302,146 199,497 66.03 

第４５回総選挙 
  （解散21. 7.21） 比例代表 302,146 199,429 66.00 

最高裁判所裁判官

国 民 審 査
301,264 196,562 65.25 

櫻井龍子、竹内行夫、涌井紀

夫、田原睦夫、金築誠志、那須

弘平、竹﨑博允、近藤崇晴、宮

川光治各裁判官の審査 

曇 

一

時

雨 

22. 7.11 日 22.6.24 参議院議員 

東 京 都 302,990 177,999 58.75 
第２２回通常選挙 

（任期起算22. 7.26） 比例代表 302,990 177,953 58.73 

曇 22. 10.3 日 22.9.26 

品 川 区 長 296,897 94,279 31.75 任期満了による選挙 
  （任期起算22. 10.8） 

品川区議会議員補欠 296,897 94,254 31.75 便乗補欠選挙 

晴 23.4.10 日 23.3.24 東 京 都 知 事                 299,803 169,470 56.53 任期満了による選挙 
   （任期起算23. 4.23） 

晴 23.4.24 日 23.4.17 品川区議会議員                 296,585 120,350 40.58 任期満了による選挙 
   （任期起算23. 5. 1） 

晴 24. 8. 2 木 24.7.24 
東 京 海 区 漁 業 
調 整 委 員 会 委 員 33 （無投票当選） 

任期満了による一般選挙 

  （任期起算24. 8. 5） 

晴 24.12.16 日 

24.11.29 東 京 都 知 事 303,457 190,788 62.87 
東京都知事の辞職による選挙 
  （辞職日24.10.25） 

24.12.4 

衆議院議員 
小選挙区 307,247 191,356 62.28 

第４６回総選挙 
  （解散24.11.16） 比例代表 307,247 191,357 62.28 

最高裁判所裁判官

国 民 審 査
306,376 188,921 61.66 

山浦善樹、岡部善代子、須藤正

彦、横田尤孝、大𣘺𣘺正春、千葉

勝美、寺田逸郎、白木勇、大谷

剛彦、子貫芳信各裁判官の審査 

晴 25. 6.23 日 25.6.14 東 京 都 議 会 議 員 302,212 129,101 42.72 
任期満了による一般選挙 

  （任期起算25. 7.23） 
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天候 

投  票 
 
 年月日 

曜 
 
日 

告  示 
 （公示） 
 年月日 

 
  選 挙 （投票） 

選挙当日 

有権者
数 

 
投票者
数 

 

投票率 事     由 

晴 
平成 

25. 7.21 
日 25.7.4 参議院議員 

東 京 都 308,548 164,603 53.35 第２３回通常選挙 

（任期起算25. 7.29） 比例代表 308,548 164,583 53.34 

晴 26. 2. 9 日 26. 1.23 東 京 都 知 事 305,180 145,391 47.64 
東京都知事の辞職による選挙 

  （辞職日25.12.19） 

雨 26. 10. 5 日 26. 9.28 

品 川 区 長 304,248 70,635 23.22 任期満了による選挙 
  （任期起算26.10. 8） 

品川区議会議員補欠 304,247 70,614 23.21 便乗補欠選挙 

晴 26. 12.14 日 26.12.2 

衆議院議員 
小選挙区 311,156 167,280 53.76 

第４７回総選挙 
  （解散26.11.21） 比例代表 311,156 167,267 53.76 

最高裁判所裁判官

国 民 審 査
310,235 165,325 53.29 

鬼丸かおる、木内道祥、池上政

幸、山本庸幸、山﨑敏充各裁判

官の審査 

晴 27.4.26 日 27.4.19 品川区議会議員                 302,599 121,268 40.08 任期満了による選挙 
   （任期起算27. 5. 1） 

晴 28.7.10 日 28.6.22 参議院議員
東 京 都 320,367 184,613 57.63 第２４回通常選挙 

（任期起算28. 7.25） 比例代表 320,367 184,549 57.61 

雨 28.7.21 木 28.7.12 
東 京 海 区 漁 業 
調整委員会委員補欠 32 （無投票当選） 欠員による補欠選挙 

  （任期起算28. 8.4） 

晴 28.7.31 日 28.7.14 東 京 都 知 事 317,910 190,907 60.05 
東京都知事の辞職による選挙

  （辞職日28.6.21） 

晴 28.8.3 水 28.7.25 
東 京 海 区 漁 業 
調整委員会委員 32 （無投票当選） 

任期満了による一般選挙 

  （任期起算28. 8. 4） 

晴 29.7.2 日 29.6.23 東 京 都 議 会 議 員 318,560 165,640 52.00 
任期満了による一般選挙 
（任期起算29. 7.23） 

雨 29.10.22 日 29.10.10 

衆議院議員 

小選挙区
（3区） 294,049 160,846 54.70 

第48回総選挙 
  （解散29.9.28） 

小選挙区
（7区） 31,565 16,995 53.84 

小選挙区
（全） 325,614 177,841 54.62 

比例代表
（3区） 294,049 160,837 54.70 

比例代表
（7区） 31,565 16,991 53.83 

比例代表

（全） 
325,614 177,828   54.61 

最高裁判所裁判官

国 民 審 査
324,675 177,029   54.52 

小池裕、戸倉三郎、山口厚、 

菅野博之、大谷直人、木澤克

之、林景一各裁判官の審査 

晴 30.6.28 木 30.6.19 
東 京 海 区 漁 業 
調整委員会委員補欠 31 （無投票当選） 欠員による補欠選挙 

  （任期起算32. 8.4） 

雨 30.9.30 日 30.9.23 

品 川 区 長 322,699 105,563 32.71 
任期満了による選挙 

（任期起算30.10.8） 

品川区議会議員補欠 322,699 105,532 32.70 便乗補欠選挙 
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天候 

投  票 
 
 年月日 

曜 
 
日 

告  示 
 （公示） 
 年月日 

 
  選 挙 （投票） 

選挙当日 

有権者
数 

 
投票者
数 

 

投票率 事     由 

晴 
平成 

31.4.21 
日 

平成 

31.4.14 
品川区議会議員 322,379 128,053 39.72 

任期満了による選挙 

（任期起算31.5.1） 

晴 
令和 

1.7.21 
日 

令和 

1.7.4 
参議院議員

東京都 333,372 171,466 51.43 第25回通常選挙 

（任期起算R1. 7.28） 比例代表 333,372 171,434 51.42 

雨 2.7.5 日 2.6.18 東 京 都 知 事 332,001 186,631 56.21 
任期満了による選挙 

（任期起算R2.7.31） 

雨 3.7.4 日 3.6.25 東 京 都 議 会 議 員 333,647 144,110 43.19 
任期満了による選挙 

（任期起算R3.7.23） 

曇 

一

時

雨 

3.10.31 日 3.10.19 

衆議院議員

小選挙区
（3区）

305,353 179,845 58.90 

第49回総選挙 
  （解散R3.10.14） 

小選挙区
（7区） 33,643 18,997 56,47 

小選挙区
（全） 338,996 198,842 58.66 

比例代表
（3区） 305,353 179,816 58.89 

比例代表
（7区） 33,643 18,985 56.43 

比例代表 

（全） 
338,996 198,801 58.64 

最高裁判所裁判官

国 民 審 査
338,108 198,254 58.64 

深山卓也、岡正晶、宇賀克也、
堺徹、林道晴、岡村和美、 
三浦守、草野耕一、渡邉惠理
子、安浪亮介、長嶺安政各裁判
官の審査 

 晴 4.7.10 日 4.6.22 参議院議員
東京都 337,688 196,960 58.33 第26回通常選挙 

（任期起算R4.7.26） 
比例代表 337,688 196,924 58.32 

 晴 4.10.2 日 4.9.25 

品 川 区 長 330,516 116,403 35.22 

任期満了による選挙
（令和4年10月2日執行の品川区
長選挙の結果、法定得票数（有
効投票総数の4分の1）を超える
候補者なし） 

品川区議会議員補欠 330,516 116,378 35.21 便乗選挙 

 晴 4.12.4 日 4.11.27 
品 川 区 長 330,771 107,311 32.44 

令和4年10月2日執行の品川区長
選挙の結果、法定得票数（有効
投票総数の4分の1）を超える候
補者がいなかったため、再選挙 
（任期起算R4.12.4） 

品川区議会議員補欠 330,771 107,285 32.43 便乗選挙 

晴 5.4.23 日 5.4.16 品川区議会議員選挙 328,056 134,036 40.86 
任期満了による選挙 

（任期起算R5.5.1） 

晴 6.7.7 日 
6.6.20 東 京 都 知 事 336,508 206,763 61.44 

任期満了による選挙 

（任期起算R6.7.31） 

6.6.28 東京都議会補欠議員 336,487 204,882 60,89 便乗選挙 

曇 

一 

時 

晴 

6.10.27 日 6.10.15 

衆議院議員
小選挙区 342,670 193,956 56.60 第50回総選挙 

  （解散R6.10.9） 比例代表 342,670 193,940 56.60 

最高裁判所裁判官
国 民 審 査 342,670 193,694 56.52 

尾島明、宮川美津子、今崎幸
彦、平木正洋、石兼公博、中村
愼各裁判官の審査 
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山　路 良　成

稲　川 貴　之

鈴　木 雄　二

塚　本 利　光

今　井 裕　美

半　澤 義　之

柳　川 純　也

谷　口 良　美

秀　岡 大　地

山　下 雄　大

小　松 勇　斗

路　川 貴　大

本　郷 伸　樹

委 員 令和4年10月28日

②事務局職員（令和６年１０月２７日現在）

事 務 局 長

委員長職務代理者 令和4年10月28日

委 員 令和4年10月28日

職　　　　名 氏　　　　名

委 員 長 令和4年10月28日

（４）選挙管理委員会委員、事務局職員

①選挙管理委員会委員（令和６年１０月２７日現在）

職　　　　名 氏　　　　名 委員就任年月日

書 記

書 記

書 記

書 記

書 記

選 挙 担 当 主 査

書 記

選 挙 担 当 主 査
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「選挙の記録」 令和７年３月発行・印刷 
        

 

令 和 ６ 年 ７ 月 ７ 日 執 行 

東 京 都 知 事 選 挙

東 京 都 議 会 議 員 補 欠 選 挙

 

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ ７ 日 執 行 

衆 議 院 議 員 選 挙 

最 高 裁 判 所 裁 判 官 国 民 審 査 
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